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        社会保険労務士法人エイチ・アール・エム 

                メールマガジン  

           平成１９年６月１５日号 VOL６ 

 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 

 

お待たせいたしました！弊社メールマガジン６月号です。 

 

前回のメールマガジンはいかがでしたか？ 

 

経営トップの安全管理意識が非常に重要だと、お伝えさせていただき 

ました。 

 

安全管理に時間と費用を投入しても、数字に反映されないことが関心 

を薄めている理由のひとつかもしれません。 

 

ですが、安心して働ける職場環境作りは、生産性を高め、従業員の 

会社や商品に対する信頼を高め、目に見えない部分で数字に反映 

されていることでしょう。 

 

何事も基礎（足元）固めが大事だと言いますし、経営においても全くその 

通りだと思います。 

 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

             ６月以降のセミナー案内 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

６月２６日（火）から７月３１日（火）まで毎週火曜日、全６回シリーズで 

「従業員とのトラブルから会社を守る！就業規則グループ・コンサルティ 

ング」を開催いたします。 

 

「就業規則は外部にアウトソーシングするより、できれば自社で作成 

したい。しかし、最近は法改正も多いし、就業規則の不備による従業員 

とのトラブルも多いと聞く。何かいい方法はないかな。」 

 

上記のように考えておられた企業様にぴったりのプランです。 

 

開催まで２週間を切りましたので、申込みはお早めに！ 

www.hrm-t.com/003.htm 

 

 

 

 



※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

          第６回コラム「偽装請負」 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

これだけ世間で偽装請負の問題が叫ばれていても、まだまだ偽装請負 

がなくなりません。 

 

その理由として、外部から受け入れた労働者を低賃金で、安全責任も 

あいまいなまま使える上、要らなくなったら簡単にクビを切れる経営者 

にとって都合のよいシステムであることが挙げられます。 

 

逆に言いますと、 

・一定期間経過後に直接雇用を申し込む義務が発生 

・社会保険への加入 

・労災事故発生時の責任 

・時間外手当の支給 

などの負担が発生することを嫌がることが主な理由です。 

 

ですが、最近では行政による摘発（その原因の多くが内部告発である 

ことは周知の事実）も頻繁に行われているため、最近では元請の指示 

により、とりあえず偽装請負を解消する意味で、特定派遣の届出申請 

をされるケースが増えています。 

 

人材派遣と請負の違いを整理しておきますと、 

「人材派遣が、派遣先で具体的な指示命令を受けるのに対し、請負は、 

請け負った事業者が自ら指揮命令して、その業務の完了に責任を負う」 

ことにあります。 

 

もともと、家を建てるのに大工さんのような専門家に依頼するのとは違い、 

高度な知識や技術を要する仕事に素人を充てるわけですから、指揮命令 

なく仕事を遂行できる方が不自然です。 

 

資本や信用が、大企業に比べると弱い中小企業こそ、キチンとルールを 

守っていかなければ、いざこうした問題が起きたときに、会社の存続すら 

危ぶまれる危機に陥ります。 

 

また、このようなことを続けていれば、従業員からの信用も失墜し、優秀 

な従業員ほど早々に会社を去っていく事態になるでしょう。 

 

偽装請負の問題は、目先の利益に囚われず、将来を見越した会社の利益 

（お金のみならず、社会的信用、優秀な従業員、優良な取引先など）を考え、 

コンプライアンスを遵守した経営を行っていく必要があることを、訴えくれて 

いるように思うのは、私だけでしょうか。 

 

今月も、高田和彦が担当しました。 

 



 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

                勉強会のご案内 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

弊社では、弁護士の先生と共同で、２つの経営者向け勉強会を開催 

いたしております。 

 

両勉強会とも各方面から各分野の専門家を講師に招き、経営者として 

幅広い知識を身に付けていただくと共に、会員同士の親睦を深めていた 

だくことを目的としています。 

 

■大阪市内及び近辺の製造業様へは「製造業務研究会」 

 

【研究会の目的】 

研究会を通じていろいろな情報交換をさせていただき、経営・法務・労務 

その他の経営に関する問題について専門的に研究を図ることです。 

大阪市内を会場とし、２～３ヶ月に１回、例会を開催し、多方面から各分野 

の専門家を講師に招き、経営者として幅広い知識を身に付けていただくと 

共に、会員同士の親睦を深めていただいております。 

 

【参加資格】 

１．製造業であること 

２．株式会社（有限会社を含む）その他法人企業の代表者、経営幹部 

（管理職）であること 

３．コンプライアンス（遵法）精神をお持ちであること 

 

【次回の開催日時】 

８月頃を予定。１４：００から１７：００ 

 

■阪神間の企業様（業種問わず）へは「未来経営研究会」 

 

【研究会の目的】 

研究会を通じていろいろな情報交換をさせていただき、経営・法務・労務 

その他の経営に関する問題について専門的に研究を図ることです。 

尼崎市内を会場とし、３～４ヶ月に１回、例会を開催し、多方面から各分野 

の専門家を講師に招き、経営者として幅広い知識を身に付けていただくと 

共に、会員同士の親睦を深めていただいております。 

 

【参加資格】 

１．阪神間の企業であること 

２．株式会社（有限会社を含む）その他法人企業の代表者、経営幹部 

（管理職）であること 

３．コンプライアンス（遵法）精神をお持ちであること 

 

【次回の開催日時】 



９月頃を予定、１８時３０分から２０時３０分 

 

詳細につきましては、弊社までお問い合せください。 

www.hrm-t.com/000.html 

 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

                事務所ニュース 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

弊社では、人事労務情報満載の事務所ニュースを、毎月１回発行いた 

しております。 

 

本メールマガジンと併せてご愛読いただければ、以下のうれしい？ 

特典つきです。 

 

１．最近話題の人事労務関連のトピックスがわかりやすくご覧いただけ 

ます。 

２．まだまだ知られていない社会保険労務士の守備範囲も、皆様に 

ご紹介していきます。 

 

事務所ニュースのことをもっと知りたい！という方は、以下からどうぞ 

http://www.hrm-t.com/010.htm 

 

 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

                  編集後記 

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ 

 

連日のように、介護保険や年金の話題が世間を騒がせています。 

 

偽装請負やサービス残業のときもそうでしたが、社会保険労務士の 

専門分野と密接な関係がある話題が本当に多く、お客様からもよく 

ご質問を受けます。 

 

これら事件が表沙汰になった理由の多くが内部告発であることから、 

自社でもコンプライアンスを遵守していかなければ、近い将来、とんで 

もないことが起きるのではないか、という正常な危機感から、就業規則 

の見直しを行いたい、というご依頼を受ける機会が増えました。 

 

それはそれで嬉しいのですが、問題が起きる前からご提案しているもの 

としては、ちょっぴり複雑な心境です。 
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